
京都市消費生活基本計画  平成１８年度 重点取組項目 推進状況 

基本方針 
新
規

充
実

 取  組  内  容  （該当頁） 担当局等 再 掲 
実
施
済

着
手

未
着
手

ア 食品の安全の確保 ○ 3 「京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度」の創設 (p.2) 保健福祉局   ○   

イ ものの安全の確保          （1）安全の確保 

ウ 建物の安全の確保          

○ 1 広告・表示等に関するガイドライン策定の検討 (p.5) 文化市民局    ○  
ア 商品・サービスに関する情報の適正化の推進 

○ 9 京もの履歴表示の促進 (p.5) 産業観光局   ○  

1 安心・安全
な 消 費 生
活 環 境 の
整備 （2）適切な商品選択が行え

る環境の確保 
イ 生活必需品の安定的かつ円滑な供給の確保に向けた取組の推進        

（1）消費生活相談，被害の救済 ○ 10 消費者団体訴訟制度への支援策の検討 (p.7) 文化市民局 
３－（１）－イ

３－（２） 

 

 
○

 

 

ア 各種相談事業の推進        

２消費者被
害の救済 

 （2）消費生活相談に関連す
る各種専門相談の充実 イ 関係機関等の連携の強化 ○ 3 日本司法支援センター京都地方事務所との連携 (p.8) 文化市民局   ○   

ア 消費者被害に関する情報提供の推進 ○ 2 迅速な報道機関等への情報提供及びホームページによる情報発信の推進 (p.9) 文化市民局ほか
４－（１） 

５－（３） 
○

 

 

 

 

○ 2 大学コンソーシアム京都，大学等への情報提供の推進 (p.10) 文化市民局 
４－（２）－イ

５－（３） 
○

 

 

 

 
イ 関係機関・団体等との連携 

○ 5 消費者団体訴訟制度への支援策の検討  文化市民局 
２－（１） 

３－（２） 

 

 
○

 

 

○ 2 高齢者福祉関係者等への被害防止ハンドブックの配布及び研修の充実 (p.11) 文化市民局    ○  

（1）消費者被害の未然防
止，拡大防止 

ウ 地域等におけるネットワークの活用 
○ 5 認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業の実施 (p.11) 保健福祉局    ○  

３消費者被
害 の 未 然
防止・拡大
防 止 の た
め の 実 効
性の確保 

（2）事業者の不適正な取引行為の防止 ○ 6 消費者団体訴訟制度への支援策の検討 文化市民局 
２－（１） 

３－（１）－イ

 

 
○

 

 

○ 3 「保健所ニュース」等による消費生活に関する情報提供の推進 (p.13) 保健福祉局   ○   

○ 8 迅速な報道機関等への情報提供及びホームページによる情報発信の推進 文化市民局ほか
３－（１）－ア

５－（３） 
○

 

 

 

 
（1）様々な機会を通じた情報提供の推進 

○ 10 住宅用火災警報器の設置指導の実施 (p.14) 消防局   ○  

○ 1 消費生活に関する講座や教室の充実 (p.15) 文化市民局   ○   

○ 4 計量に関する学習事業の推進 (p.15) 産業観光局   ○   ア 様々な学習機会の拡充 

○ 10 京都府との共催事業の検討 (p.15) 文化市民局   ○  

○ 2 消費生活に関する中学生向けの冊子の作成・配布 (p.16) 文化市民局   ○   

○ 4 「スチューデントシティ・ファイナンスパーク」の開設 (p.16) 教育委員会   ○   

○ 8 大学コンソーシアム京都，大学等への情報提供の推進 文化市民局 
３－（１）－イ

５－（３） 
○

 

 

 

 

○ 9 小学校・中学校・総合養護学校における食育の推進 (p.17) 教育委員会 
５－（１） 

５－（４） 

 

 
○

 

 

○ 10 食育指針の策定 (p.17) 教育委員会 
５－（１） 

５－（４） 
○   

イ 学校における消費者教育の推進 

○ 11 食育事例集の作成 (p.17) 教育委員会 
５－（１） 

５－（４） 
 ○  

ウ 自主的な学習活動の支援 ○ 3 市民生活センターにおける消費者団体，事業者団体の情報提供コーナーの設置 (p.18) 文化市民局    ○  

（2）消費者教育・啓発の充
実 

エ 地域社会等におけるリーダーの育成        

○ 1 消費生活施策に関する申出制度の運営 (p.19) 文化市民局   ○   

○ 4 消費生活モニター制度の運営（意見反映） (p.19) 文化市民局  ○   

４消費者の
自立支援 

（3）消費者の意見の反映 
○ 6 消費者・事業者・行政等の意見交換会の開催 (p.20) 文化市民局ほか    ○  

○ 5 小学校・中学校・総合養護学校における食育の推進 教育委員会 
４－（２）－イ

５－（４） 

 

 
○

 

 

○ 6 食育指針の策定 教育委員会 
４－（２）－イ

５－（４） ○   

○ 7 食育事例集の作成 教育委員会 
４－（２）－イ

５－（４）  ○  

（1）食の安全の確保に向けた取組の推進 

○ 9 地域における食育推進事業の実施 (p.21) 西京区   ○   

○ 6 太陽光発電システムの普及促進 (p.22) 環境局   ○   
（2）環境に配慮した活動の推進 

○ 7 リターナブル（生きびん）等の拠点回収の推進 (p.22) 環境局  ○   

○ 1 迅速な報道機関等への情報提供及びホームページによる情報発信の推進 文化市民局ほか
３－（１）－ア

４－（１） 
○

 

 

 

 
（3）高度情報通信社会への対応 

○ 3 大学コンソーシアム京都，大学等への情報提供の推進 文化市民局 
３－（１）－イ

４－（２）－イ
○

 

 

 

 

○ 2 小学校・中学校・総合養護学校における食育の推進 教育委員会 
４－（２）－イ

５－（１） 
 ○

 

 

○ 3 食育指針の策定 教育委員会 
５－（１） 

５－（４） 
○   

５豊かにく
ら す こ と
が で き る
環 境 の 整
備・創造 

（4）京都固有の生活文化に根ざした活動の推進 

○ 4 食育事例集の作成 教育委員会 
５－（１） 

５－（４） 
 ○  

取組項目数 計３８（再掲１２）再掲＝再掲   新規２０ 充実１８  推進状況  実施済２１ 着手１７ 未着手 ０ 資料 1


